
地方公共団体（都道府県、市区町村）国（こども家庭庁）

こども・若者意見反映サポート事業

１．目的・概要

２．事業スキーム

こども基本法では、こども施策の策定等に当たってこども等の意見の反映に係る措置を講ずることを、地方公共団体に対しても義務付
けています。
こども・若者からの意見聴取の場においては、こども・若者の意見を引き出すファシリテーターを活用するなどして、こども・若者が安心して
意見を表明することができる場をつくることが重要である一方で、地方公共団体からは、そうしたファシリテーターを確保できないとの御意見
が寄せられています。こうした状況を踏まえ、希望する地方公共団体に対し、意見聴取の場づくりを始めとする一連の意見反映プロセスに
ついての相談応対や意見を聴く場へのファシリテーター等の派遣などを行うことで、 地方公共団体における意見反映の取組を推進します。

*実施可否は依頼内容を踏まえて、決定いたします。

HP：https://www.cfa.go.jp/policies/iken/jichitai/

意見聴取に必要な一連の準備
（資料作成・事前説明・場づくり）

サポート自治体の決定*

ファシリテーターの派遣/こども家庭庁職員による解説・説明会等

事例の公表/他自治体への周知

**派遣先自治体の御意向を踏まえて、調整いたします。

サポートの依頼

意見聴取の場の実施

意見反映プロセスについて説明・相談

意見聴取の場づくりや一連のプロセスに係る事前の相談対応

意見反映の検討

他自治体から
の視察受入**

一連の取組について報告

意見聴取実施を踏まえた事後的な情報交換・情報共有

意見反映プロセス

別紙５


